
瑞 穂 町 消 防 団 各 分 団 の 担 当 地 区 の 見 直 し を  

 

質 問 者  石   川    修  

  

瑞 穂 町 消 防 団 の 組 織 等 に 関 す る 規 則 は 、 消

防 組 織 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 ） 第 １ ８ 条 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ き 昭 和 ２ ２ 年 １ １ 月 、 ４ 分 団 ４ 地 区

と 定 め 創 設 し た 。 そ の 後 昭 和 ３ ３ 年 １ ０ 月 、

合 併 に よ り 元 狭 山 地 区 を 第 ５ 分 団 と し て 設 置

し 、 現 在 に 至 っ て い る （ 昭 和 ５ ２ 年 ３ 月 ３ １

日 規 則 第 ３ 号 ）。 約 ７ ０ 年 前 、 約 ４ ０ 年 前 と

道 路 環 境 の 変 化 、 各 地 区 世 帯 数 ・ 人 口 の 変 動

等 も 考 え 、 各 分 団 の 担 当 地 区 を 見 直 す 時 期 と

考 え る が 、 町 長 の 所 見 を 伺 う 。  


